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Ⅰ．日吉町森林組合の概要  
 

１．申請者名称     ：日吉町森林組合  

代表理事組合長 井尻浩義 

（所在地） 

京都府南丹市日吉町殿田尾崎 8-1 

 
２．認定事業体名    日吉町森林組合  
 
３．認定対象業種    素材生産・販売 

 

４．沿革・概要  

 

【沿革・概要】 

昭和 30 年４月、昭和の大合併の際に、五ヶ荘・胡麻・世木の三村が合併して、

日吉町が誕生した。森林組合はそれから遅れること 10 年、昭和 41 年３月に旧村

の３森林組合が合併して「日吉町森林組合」がスタートした。  
また日吉町は、平成 18 年１月１日、園部町、八木町、美山町と合併し、南丹

市となっている。 

 現在の組合概要及び経営方針は以下に示す通りである。 

 
    ・組合設立：1966（昭和 41）年３月 

      ・組合員数：970 名 

      ・出資金額：49,292 千円 

     ・役  員：18 名（常勤理事１名、非常勤理事 14 名、監事３名） 

      ・職  員：18 名（事務職員 7 名、現業職員 11 名） 

      ・作業班員：4 名 長期アルバイト：3 名      
    ・中核組合：平成 15 年 11 月認定 

      ・年間事業収入：360,995 千円  
 
 
■経営方針  
  地域の森林を適正に管理することにより、良質な木材を生産することを通じて、

森林・林業再生と組合員の利益確保をめざす。その結果、森林土壌を豊かにし、

水を育むなど、環境保全に貢献する。さらに、雇用確保と納税義務を果たすこと

により、地域社会に貢献する。これが新たな時代に求められる森林組合の役割と

考え、これを基本に経営を展開する。 

 そのために必要なものは、人材の育成、機械化の推進、林内路網の整備、森林  
管理の方法や施業効率化の研究、そして組合員をはじめとした地域社会に森林の  
重要性を広く普及・啓蒙することであり、これらを重点項目として運営を進める。 
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■「日吉の森復活作戦」と森林コンサルティング  
   間伐の遅れた林分を一掃するために平成９年から「日吉の森復活作戦」を開

始している。これは、一筆ごとに森林調査を行って必要な施業内容とそれに要す

る費用を明記し、現況写真を貼付した施業見積書「森林カルテ」を作成して、所

有者へ郵送（必要に応じて地区座談会を開催）するものである。 

 さらに平成 14 年からは、これをもう一歩進めて作業道開設と間伐材搬出まで

を提案し、名称を「森林施業プラン」に変更した。林内へ作業道が入ることによ

って間伐による収入が見込めるようになった。「日吉の森復活作戦」は施業遅れ

を解消するための事業から、将来の森林経営を視野に入れた企画・提案型のコン

サルティング要素を持つ事業へと進化発展している。  
 
 

■機械化の推進と作業道の開設  
日吉町森林組合は、は、バックフォー×７ グラップル×６ ハーベスタ×１ 

フォワーダ×３ 不整地運搬車×１ 10ｔトラック×１ ２ｔダンプ×１（必要

に応じ作業道開設用バックフォーをレンタル）の機械装備を有しており、作業道

を開設しながら間伐材を搬出している。 

 
 

■森林管理体制  
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■保有機械一覧  

 
 
 
５．木材・木製品の年間取扱実績 

 ○期間(１年)    平成２１年２月１日～ 平成２２年１月３１日 

○木材・木製品の取扱量  原木取扱量      １２，４０６㎥ 

  ○主な取引先：八木木材市場 (株 )／北桑木材センター（京都市）  
／林ベニヤ（舞鶴市）  等 
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６．分別・表示管理体制 

認定事業体としての日吉町森林組合の役割は、管轄地域内の認証森林での伐

採、搬出、山土場検収、運材までを想定している。これらの行程は、認証森林

であることの確認を怠らなければ、分別・表示は容易である。 

日吉町森林組合では、ＳＧＥＣ認証林産物総括管理責任者のもと、「SGEC 分

別・表示システムの諸規程に則り、認証森林から産出された林産物の適切かつ

効率的な利用を目的」とした「認証林産物の分別・表示管理方針」及び「認証

林産物の分別・表示管理計画」、「認証林産物生産・出荷管理計画」を定めて、

作業工程での分別・表示管理の徹底を図っている。 

なお、素材生産は、持続可能な森林経営の行われている森林内での作業であ

ることから、実行段階でのマニュアルである「「認証森林」伐採・搬出作業マ

ニュアル」を作成し、現場職員に対する分別・表示管理の徹底と、「持続可能

な森林経営」に対する教育・指導体制を執っていることを確認した。 

 

 

 

 （主な確認資料） 

 

・日吉町森林組合実績報告 

・認証林産物の分別・表示管理方針書 

・認証林産物の分別・表示管理計画書 

・認証林産物の分別・表示管理体制 

・「認証森林」伐採・搬出作業マニュアル 
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Ⅱ. 審査経過・確認資料一覧・写真 

 

１．日吉町森林組合の審査経過 

  日吉町森林組合の審査は、(社)全国林業改良普及協会認証審査センターの兒

島裕、岡田泰久、白猪吉郎、宇佐美均の４名が行った。 

 

【審査申込】 

 平成 22 年７月 22 日／審査申込 

（内 容） 

１．SGEC 分別・表示システム運営規程及び実施要領説明 

２．全林協の審査手順についての説明  

３．審査申込書の受付、関連資料の確認 

 

【認定審査】 

平成 22 年 11 月４、５日／書類確認及び現地確認 

（場 所） 

  日吉町森林組合事務所、素材生産現場 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士        河原輝彦 

（審査員） 

      (社)全国林業改良普及協会 審査員   宇佐美均 

            同      専門審査員 岡田泰久、白猪吉郎 

 （出席者） 

  日吉町森林組合      参 事     湯浅 勲 

                事業課係長    小林 耕二郎 

               

（内 容） 

１．日吉町森林組合事務所において、提出された書類及び資料を受けるとともに、

森林認証・分別表示についての説明を行い、SGEC 分別・表示ｼｽﾃﾑ諸規定の

遵守意志を確認した。 

２．事業の概要、事業体認定を取得した後の分別・表示の考え方や管理方針、認

証林産物の管理計画、分別・表示管理の体制等について説明を受け、併せて

関連資料の審査を行った。 

３．作業現場を順次調査し、伐採、搬出、選別、保管、出荷における安全・林地

保全対策、木材の流れ、および現場管理の仕組み等について確認を行った。 

４．現場担当者に事業体認定を取得した後の分別・表示の考え方や管理方針、認

証林産物の管理計画、分別・表示管理体制等について聞き取りを行い、実行

意思を確認した。 
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【審査判定】 

平成 22 年 11 月 15 日（書類） 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士        山根 明臣 

元東京農業大学教授・農学博士      河原 輝彦 

木構造振興株式会社専務取締役・農学博士 西村 勝美 

東京農工大学教授・農学博士       土屋 俊幸 

(社)林木育種協会理事           真柴 孝司 

 

（事務局） 

 （社）全国林業改良普及協会専務理事     渡辺 政一 

        同       認証審査ｾﾝﾀｰ  児島 裕 

        同       認証審査ｾﾝﾀｰ  野田 昭一 

同       認証審査ｾﾝﾀｰ  宇佐美均 

（内 容） 

 

１．現地認定審査の結果を報告するとともに、SGEC の定める「認定審査」基準

事項に基づき設定した「審査要件」について審査判定を行った。 

2. 提出資料、生産現場での管理の仕組み、審査判定表による判定の内容等から

いって、申請者は認定に値する統合事業体であるものと認められた。 

 

 

Ⅲ．日吉町森林組合の審査における判定事由書 

 

 SGEC の定める「認定審査」基準事項に基づき、全林協「SGEC 事業体認定基準・

指標」の 15 項目を審査要件とした。 

 これら「審査要件」に基づいて「認定審査」を行い、審査委員会に諮ったとこ

ろ、日吉町森林組合は、認定に値する事業体であるとして判定された。 

 なお、審査委員会により、認定取得後の「向上目標」として下記が付記された。 

 

【向上目標】 

  

1．認証林産物の取扱はこれからであることから、関係職員に対し、十分な教育・

研修を図り、分別・表示管理方針書の趣旨を徹底すること。 （基準 2-4） 

 

2．詳細な産地情報を求める消費者の要望が、高まってきていることから、川上

事業体として、「認証材産地出荷証明書」など、より詳細な情報の記録・保存

に努めること。                       (基準 4-3) 

 


